
阿賀野市告示第１０５号 

阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和６年４月２４日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善 

 

阿賀野市結婚新生活支援補助金要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱（令和３年阿賀野市告示第９６号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第１項中「令和６年４月１日から令和７年３月３１日」を「令和６年４月１日

から令和７年２月２８日」に改める。 

 第６条第６号を次のように改める。 

(６) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し（住宅を取得した場合） 

第６条第１０号を第１２号とし、第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第

７号を第９号とし、第６号の次に次の２号を加える。 

(７) 住宅のリフォームの内訳が確認できる見積書等の写し（住宅をリフォ 

ームした場合） 

(８) ローン契約書等の写し及びローン払いの内訳が確認できる返済予定 

表等の写し（ローン契約により住宅を購入、新築又はリフォームした場 

合） 

第９条第１号を次のように改める。 

(１) 補助対象経費の支払額が確認できる書類 

第９条第２号を削り、同条第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

第１号様式を次のように改める 
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第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月２４日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補

助金交付要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 


